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新型コロナウイルス感染症にかかる 

イベントベースサーベイランス（ＥＢＳ）事業の実施について（お知らせ） 

 

 平素は本市教育にご理解とご協力賜り、ありがとうございます。 

また、感染症対策に関わりご家庭においても様々な配慮をいただいておりますことに重ねてお

礼申し上げます。 

さて、この度、滋賀県健康医療福祉部感染症対策課より標記事業の実施について、県内各市町

および関係機関への周知がありましたので、お知らせします。 

この事業は、体調不良を訴える人が増えているなど、普段と異なる現場の気づき（以下「イベ

ント」という）をもとに早期に検査を行うことで、新型コロナウイルス感染症のクラスターを早

期に検知し、早期に介入することによって感染拡大の防止を目的としています。 

大津市においては、皆様のご協力のおかげをもちまして現在、市内小中学校における感染拡大

の実態はなく、今のところ標記の検査が必要な状況は想定しておりませんが、今後、万一このよ

うな「イベント」感知し、検査実施の必要性が生じる事態に備え、一定の準備と保護者の皆様へ

の周知を行っておく必要があると考えております。 

事業内容は下記のとおりとなりますので、事業の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきます

ようよろしくお願いいたします。 
記 
 

１．実施主体  滋賀県 
 

 ２．対  象  大津市の公立学校 
 
 ３．実施手順  ①学校において普段と異なる風邪様症状者の発生を感知する 
         ②学校がＥＢＳ総合受付窓口に検査申し込みを行う 
         ③民間検査機関から検査キットが学校に送付される 
         ④検査キットを家庭に配布し、検査同意書の提出とだ液採取（検体）をお願

いする 
         ⑤家庭から学校に提出された検体を民間検査機関が回収する 
         ⑥学校に検査結果が報告される 
         ⑦陽性と判明した場合、保護者がＥＢＳ窓口に連絡し、受診調整を行う。 
 
 ４．期  間    令和４年３月３１日まで 
 
 ５．事業の詳細   滋賀県ホームページより「新型コロナウイルス感染症イベントベース 

サーベイランス事業」（滋賀県健康医療福祉部感染症対策課） 
にて、詳細情報をご覧いただけます。 

＊裏面の「新型コロナウイルス感染症イベントベースサーベイランス事業 概要」をご参照くだ
さい 

 
  

 

 

 

 

問い合わせ先 

滋賀県教育委員会保健体育課  TEL：077-528-4614 

大津市教育委員会学校教育課  TEL：077-528-2633 



 

 


